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令和５年第２回永平寺町議会定例会議事日程 

（１１日目） 

                          令和５年３月９日（木） 

                          午前９時００分 開 議 

１ 議事日程 

  第 １ 議案第 ３号 令和４年度永平寺町一般会計補正予算について 

  第 ２ 議案第 ４号 令和４年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算 

             について 

  第 ３ 議案第 ５号 令和４年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算に 

             ついて 

  第 ４ 議案第 ６号 令和４年度永平寺町介護保険特別会計補正予算について 

  第 ５ 議案第 ７号 令和４年度永平寺町立在宅訪問診療所特別会計補正予算 

             について 

  第 ６ 議案第 ８号 令和４年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につい 

             て 

  第 ７ 議案第 ９号 令和４年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算 

             について 

  第 ８ 議案第１０号 令和４年度永平寺町土地開発事業特別会計補正予算につ 

             いて 

  第 ９ 議案第２０号 永平寺町個人情報保護法施行条例の制定について 

  第１０ 議案第２１号 永平寺町情報公開・個人情報保護審査会条例の制定につ 

             いて 

  第１１ 議案第２２号 永平寺町行政組織条例の一部を改正する条例の制定につ 

             いて 

  第１２ 議案第２３号 永平寺町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正 

             する条例の制定について 

  第１３ 議案第２４号 永平寺町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例 

             の一部を改正する条例の制定について 

  第１４ 議案第２５号 永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制 

             定について 

  第１５ 議案第２６号 永平寺町給食センター条例の一部を改正する条例の制定 

             について 
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  第１６ 議案第２７号 永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 

             について 

  第１７ 議案第２８号 永平寺町狂犬病予防法施行条例及び永平寺町手数料徴収 

             条例の一部を改正する条例の制定について 

  第１８ 議案第２９号 永平寺町土地開発基金条例を廃止する条例の制定につい 

             て 

  第１９ 議案第３０号 第二次永平寺町総合振興計画後期基本計画の策定につい 

             て 

  第２０ 議案第３１号 町道の認定について 

 

２ 会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１４名） 

 １番  酒 井 圭 治 君 

 ２番  長 岡 千惠子 君 

 ３番  川 崎 直 文 君 

 ４番  朝 井 征一郎 君 

 ５番  清 水 紀 人 君 

 ６番  金 元 直 栄 君 

 ７番  森 山   充 君 

 ８番  清 水 憲 一 君 

 ９番  滝 波 登喜男 君 

１０番  齋 藤 則 男 君 

１１番  上 田   誠 君 

１２番  松 川 正 樹 君 

１３番  楠   圭 介 君 

１４番  中 村 勘太郎 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 永平寺町議会に説明のため出席した者の職氏名 



 －235－

町         長   河 合 永 充 君 

副    町    長   山 口   真 君 

教    育    長   室   秀 典 君 

消    防    長   坪 田   満 君 

総 務 課 長   吉 川 貞 夫 君 

契 約 管 財 課 長   竹 澤 隆 一 君 

防 災 安 全 課 長   吉 田   仁 君 

財 政 課 長   森 近 秀 之 君 

総 合 政 策 課 長   清 水 智 昭 君 

住 民 税 務 課 長   原   武 史 君 

会 計 課 長   石 田 常 久 君 

福 祉 保 健 課 長   木 村 勇 樹 君 

子 育 て 支 援 課 長   島 田 通 正 君 

農 林 課 長   黒 川 浩 徳 君 

商 工 観 光 課 長   江 守 直 美 君 

建 設 課 長   家 根 孝 二 君 

上 下 水 道 課 長   朝 日 清 智 君 

学 校 教 育 課 長   多 田 和 憲 君 

生 涯 学 習 課 長   清 水 和 仁 君 

 

６ 会議のために出席した事務局職員 

議 会 事 務 局 長   坂 下 和 夫 君 

書         記   酒 井 春 美 君 
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前 ９時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（中村勘太郎君） おはようございます。各議員におかれましては、お忙しい

ところご参集をいただき、ここに１１日目の議事が開会できますこと、心から厚

く御礼を申し上げます。 

 また、傍聴者を含め議場に入場する方にはマスク着用などの新型コロナウイル

ス感染症予防の対応にご理解、ご協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

 本会の会議事件の説明者として、町長、副町長、教育長、消防長並びに各課長

の出席を求めてあります。 

 ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付してあり

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 議案の審議につきましては、第１審議、第２審議、第３審議の順にて審議を行

います。 

 なお、質疑につきましては、会議規則第５５条の規定を遵守していただきます

よう、よろしくお願いします。 

 それでは、議事に入ります。 

～日程第１ 議案第３号 令和４年度永平寺町一般会計予算補正予算について～ 

～日程第２ 議案第４号 令和４年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予

算について～ 

～日程第３ 議案第５号 令和４年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算

について～ 

～日程第４ 議案第６号 令和４年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につい

て～ 

～日程第５ 議案第７号 令和４年度永平寺町立在宅訪問診療所特別会計補正予

算について～ 

～日程第６ 議案第８号 令和４年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につ

いて～ 

～日程第７ 議案第９号 令和４年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予

算について～ 
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～日程第８ 議案第１０号 令和４年度永平寺町土地開発事業特別会計補正予算

について～ 

○議長（中村勘太郎君）日程第１、議案第３号、令和４年度永平寺町一般会計補正予

算についてから日程第８、議案第１０号、令和４年度永平寺町土地開発事業特別

会計補正予算についてまでの８件を一括議題といたします。 

 これより第１審議を行います。 

 理事者から令和４年度３月補正予算説明書をいただいております。 

 また、去る２月２０日には詳細説明を受けております。これらに基づき十分な

る審議をいただきますようお願いいたします。 

 なお、議案第３号から議案第１０号までの８件については、一括して補足説明

を求めます。 

 また、議案ごとに第１審議を行いますが、議事の都合により、議案第３号につ

いては、本日、第１審議から第３審議を経て採決まで行いますので、よろしくお

願いを申し上げます。 

 それでは、財政課の補足説明を求めます。 

 財政課長。 

○財政課長（森近秀之君） 皆さん、おはようございます。 

 私から、議案第３号、一般会計補正予算から第１０号までの補足説明を議案書

の一般会計補正予算から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 今回の３月補正におきましては、各款項目における事業の執行実績に基づいて

減額補正させていただいた補正がございます。本日の説明では、予算書に基づき

増額補正の主なものについて補足させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 では、議案書のまず２４ページをお願いいたします。 

 款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費９，６７９万８，０００円の補

正は、ふるさと納税寄附額の増によりまして手数料、委託料、また基金の積立て

を補正させていただくものでございます。 

 その下にございますが、生活交通路線維持対策事業補助金等がございますけれ

ども、これは路線バス事業者に対しまして広域生活路線維持対策、また生活路線

維持対策などについての補助金を計上させていただいているものでございます。 

 次に、その下、財産管理費１０億６，７５３万８，０００円の補正は、財政調

整基金をすこやか子育て基金、またまちづくり基金へ組替えさせていただくもの
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と、土地開発基金を廃止し、まちづくり基金への補正を計上させていただいたも

のでございます。 

 その下、目３企画費１３３万７，０００円の補正は、永平寺町住まいる定住応

援事業補助金の申請件数の増が見込まれるもので補正をさせていただくものでご

ざいます。 

 次に、２５ページをお願いいたします。 

 下段、項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳５１万７，０００円の

補正は、休日やマイナンバーカードの申請交付窓口を設けるため、職員手当及び

カード交付通知のための郵便料の補正をお願いするものでございます。 

 飛びまして、次に２７ページをお願いいたします。 

 上段、款３民生費、項２児童福祉費では、子ども医療費扶助費１８７万２，０

００円の増、また町外の保育施設に広域入所する児童が増えたことから、広域入

所の委託料として２０３万８，０００円の増額補正をお願いするものでございま

す。 

 次に、２８ページをお願いいたします。 

 中段、款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費では、輸出向けのＨＡ

ＣＣＰ等対応施設整備事業補助金が実施事業者に対し県より町を通じて補助金が

交付されることから、その補助金額として２億３，４８５万７，０００円の補正

をお願いするものでございます。 

 次に、２９ページをお願いいたします。 

 一番下、下段、項３水産業費、目１水産振興費では、町内にある九頭竜川中部

漁業協同組合の中間貯蔵施設の電気料・配合飼料の高騰に応じ、近隣３市町、福

井市、坂井市と合わせて補助金を交付することといたしましたので、２７万４，

０００円の補正をお願いするものでございます。 

 飛びまして次、３１ページをお願いいたします。 

 款８土木費、項２道路橋梁費、目１、道路橋梁総務費では、県営道路整備事業

負担金として４８０万円。目２道路橋梁維持費では、除雪日数の増によりまして

委託料、燃料費、電気料などの増額が見込まれることから９，６０７万６，００

０円の補正をお願いするものでございます。 

 次に、歳入の主なものについて説明させていただきます。 

 申し訳ございません。戻りまして、２２ページをお願いいたします。 

 中段でございます。款１６県支出金では、輸出向けのＨＡＣＣＰ等対応施設整
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備事業補助金などにより、総額といたしまして２億２，７２６万１，０００円の

補正を計上してございます。 

 その下、款１８寄附金、目３一般寄附金では、ふるさと納税及び企業版ふるさ

と納税として５，０９１万円の一般寄附金を計上させていただいてございます。 

 次に、２３ページお願いいたします。 

 中段やや上、繰入金、項２基金繰入金では、基金の組替えなどにより財政調整

基金として１０億７，００８万４，０００円を、また土地開発基金を閉鎖するこ

とから繰入金として６，５１５万６，０００円の補正をお願いするものでござい

ます。 

 下段、款２２町債では、本年度、緊急浚渫推進事業債の発行が認められました

ので、土木債といたしまして６００万円の補正をさせていただいております。 

 こうした歳入歳出ございまして、令和４年度３月補正額として１４億８８５万

４，０００円を追加し、補正後の歳入歳出予算総額を１１４億９，８２４万円と

させていただいたものでございます。 

 次に、繰越明許費の説明をさせていただきます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 １７ページ、第２表繰越明許費では、年度内の完了が見込めない事業１４事業

について、翌年度へ繰り越しして使用できる経費の総額３億１，８０４万７，０

００円を定めたものでございます。 

 次に、地方債補正の説明をさせていただきます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 上段、緊急浚渫推進事業債は、令和４年度での発行が認められましたので限度

額として６００万円の補正をお願いするものでございます。 

 また、その下、合併特例債につきましては、額の変更がございましたので限度

額を変更させていただくものでございます。 

 以上、令和４年度永平寺町一般会計補正予算の補足説明とさせていただきます。 

 次に、特別会計についてご説明させていただきます。 

 まず、議案第４号、令和４年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算に

ついてご説明いたします。 

 ４２ページをお願いいたします。 

 ４２ページ上段、款２保険給付費、目１葬祭費では、死亡された方の見込み数

が増えたことから１０万円の補正を、下段、款９諸支出金、目保険給付費等交付
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金償還金では、過年度分の国庫支出金償還額８８１万８，０００円などの補正を

させていただくもので、国保会計の総額といたしまして７１３万８，０００円の

お願いをするものでございます。 

 なお、これらの歳入財源といたしましては一般会計繰入金５７５万３，０００

円、前年度繰越金１３８万５，０００円を計上させていただくものでございます。 

 次に、議案第５号、令和４年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いてご説明させていただきます。 

 ５１ページをお願いいたします。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金、目１、同じく納付金３，０２９万９，０

００円の減額補正につきましては、後期高齢者医療連合への納付金負担金の減額

によります予算を計上してございます。 

 なお、歳入といたしましては、後期高齢者医療保険料として２，５６４万２，

０００円を、一般繰入金４６５万７，０００円の減額補正を計上しているもので

ございます。 

 次に、議案第６号、令和４年度永平寺町介護保険特別会計補正予算について説

明させていただきます。 

 ６１ページをお願いいたします。 

 ６１ページ上段、款２保険給付費、項１介護サービス給付金からずっと一連ご

ざいますけれども、６４ページ上段、項５高額医療合算介護サービス給付費まで

の各給付費につきましては、サービス料件数及び対象者の増減によりまして各給

付費を精査し、補正をさせていただいているものでございます。 

 ６４ページをお願いいたします。 

 中段、款５地域支援事業費、項１介護予防・生活支援サービス費並びに６５ペ

ージ、項４その他諸費は、サービス利用者の増加によります金額を補正させてい

ただいたものでございます。 

 ６５ページ下段、款７基金積立金、目１介護給付費準備基金積立金は、過年度

の余剰金を基金に積立てさせていただく予算で、会計の総額といたしましては９，

６５６万３，０００円の減額予算を計上しており、その財源といたしましては歳

入で保険料、国庫支出金、県支出金、前年度繰越金などを計上させていただいて

いるものでございます。 

 次に、議案第７号、令和４年度永平寺町立在宅訪問診療所特別会計補正予算に

ついて説明させていただきます。 
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 この会計におきましては、歳入歳出予算に増減はございませんけれども、一般

会計繰入金と繰越金によります財源の組替えの補正をさせていただいたものでご

ざいます。 

 ７１ページお願いいたします。 

 繰越明許費でございますけれども、本会計におきましては本年４月より訪問看

護を行うこととしており、そのための車両購入費を計上しておりましたが、年度

内の納車が見込めないことから、購入に係る経費２１０万円を繰越明許費として

計上させていただいているものでございます。 

 次に、議案第８号、令和４年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算について

の説明をさせていただきます。 

 ８６ページをお願いいたします。 

 上段、款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、下水道事業基金積立金

５００万円は、令和６年度からの地方公営企業法を適用した企業会計方式以降の

当初予算の資金不足を避けるため、令和３年度決算により生じた余剰金の一部を

地方財政法の規定に基づき積立てをさせていただくものでございます。 

 中段、下水道事業費、項１下水道維持管理費及び項２下水道建設費では、それ

ぞれ工事請負費における執行実績に基づき減額させているもので、合わせて５３

９万５，０００円の減額補正予算を計上しております。 

 なお、８１ページでございますけれども、第２表繰越明許費でございます。下

水道事業費の繰越明許費２億１，６９３万２，０００円につきましては、永平寺

中央浄化センターの設備更新工事を翌年度へ繰り越しして使用できる額を定めさ

せていただいているものでございます。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 地方債補正でございますけれども、これは工事請負費の減額によりまして起債

発行限度額の変更をお願いさせていただくものでございます。 

 次に、議案第９号、令和２年度永平寺町農業集落配水事業特別会計補正予算に

ついてのご説明をさせていただきます。 

 ９０ページをお願いいたします。 

 第１表繰越明許費でございます。 

 この会計におきましては、翌年度へ繰り越して使用できる経費の額７９万９，

０００円を定めさせていただいたものでございます。 

 次に、議案第１０号、令和４年度永平寺町土地開発事業特別会計補正予算につ
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いてご説明いたします。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 これは、繰入金の減額、また繰越金の増額というものでございますけれども、

令和４年度の決算見込額によりまして今回補正額を計上させていただいたもの

で、総額２，０００円の補正をお願いするものでございます。 

 以上、議案第３号、令和４年度永平寺町一般会計補正予算から議案第１０号、

令和４年度永平寺町土地開発事業特別会計までの８件についての補足説明とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） それでは、議案第３号、令和４年度永平寺町一般会計補正

予算について、これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

○６番（金元直栄君） ちょっと、議長、進め方で。 

 これ、どうやって審議するの。全部やるの。今、これ……。 

 だから、１つずつやっていくではないの。 

○議長（中村勘太郎君） 一般会計。 

   〔「ちょっと休憩」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中村勘太郎君） 暫時休憩します。 

（午前 ９時１９分 休憩） 

────────────── 

（午前 ９時２５分 再開） 

○議長（中村勘太郎君） 休憩前に引き続き再開します。 

 それでは、議会事務局、ページ４ページの質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑ないようですので、次に総務課、４ページから５ペー

ジにかけて質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 予算説明書で質問していきます。お願いします。 

 ５ページのふるさと納税事業であります。企業版ふるさと納税活用支援事業１，

４３１万円の件でありますが、これ、たしか全協でも説明いただいています。事

業としては、第二期門前再生事業に対するふるさと納税のだろうと思うのですけ
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れども、今回、審査会も開いていただいてやっているわけですけれども、これ、

具体的に民間の事業に寄附をしていただくということなのですが、この線引きと

いいますか、審査会にかけるのは分かるのですけれども、その審査会に持ち上げ

るまでのいわゆる少なくとも最低条件、こういう事業あるいはこういう企業のや

つを、これらのふるさと納税に上げてというようなことはどの辺で捉えているの

かということであります。 

 それと、目標額が約２億円だったと思うのですけれども、今回補正出ているの

は１，４００万ですけれども、残り、たしか来年の７月までが寄附の期間だった

と思うのですけれども、その目標額に向けてどのような予算計上をしていくのか。

今回の補正と来年の当初の中で、どのような計画を念頭に置きながら予算計上し

ているのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 総務課長。 

○総務課長（吉川貞夫君） 線引きという話ございましたが、これも前回全協等でも

説明させていただきましたが、あくまでも事業としてはまち・ひと・しごと総合

戦略の４項目に該当する。要は、町の地域活性化に資する事業であるということ

がその基準となっていますので、そういう企業とか団体とか、これは申請があっ

た場合には、その審査会を経てその事業に資するかどうかが判断基準になる。そ

こが線引きというようにご理解ください。 

 目標額につきましては、今補正が上がっている分については、入金があった分

の補正をかけたということでご理解ください。 

 寄附の申出があったのはまだあります。約３，０００万近くありますが、その

うちの入金があった分を補正に上げたとなります。 

 今後の見込みですけれども、当然、令和５年度に入ってからも入金はあると思

いますので、６月補正とか、そういう適当な時期に補正予算として計上をさせて

いただくということでよろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これ、一般質問の答弁でもさせていただきました。企業版ふ

るさと納税につきましては、企業がこういった事業、金額、２億近くでしたかね、

設定します。例えば３，０００万円しか集まらなくても、あと１億７，０００万

円は自分で用意していただいて、その事業をしていくという取決めになっていま

すので、この企画が上がってきた時点で開発行為は行われるということが前提に

なります。 
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 クラウドファンディングの場合は、金額が集まらないとその事業ができないと

いうのもありますが、今回は企業版ふるさと納税、またふるさと納税ですので、

今ほど総務課長が言いましたとおり、いろいろなまち・ひと・しごとなど、地域

に資するとか、地域のある程度の同意とか賛同とか、そういったものもいただき

ながら審査会に諮って、決定していくという形になりますので、ご理解をお願い

します。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） そうしますと、前提にまち・ひと・しごとの戦略に乗っか

っている事業ということですが、企業にしてみれば、もう当然事業の計画をして

いて、その大きな事業の中でこれに乗っかってというようなことになるわけです

けれども、その辺のこういう事業をやっていますよという、いわゆる公平性の話

になるのですけれども、どこまで門戸を広げていて、そしてこういう事業に手を

挙げてください――手を挙げてくださいというのは変ですけれども、給付金を求

めてくださいというようなことを、どこまでどのような方法で、いわゆる周知と

いうかＰＲというか、門戸をどう広げているのかということをお聞かせいただき

たいなと。 

○議長（中村勘太郎君） 総務課長。 

○総務課長（吉川貞夫君） まず、その企業とか団体がこういう事業、地域に資する

事業をしたいというのが前提にあると思います。どちらかというと、企業がみず

からそういう地域に振興する事業を起こしたいと。それに企業版ふるさと納税を

活用して起こしたいと。 

 そうしたときに、そのやろうとする事業がさっき言いました、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の４項目に該当するかどうかというのを申請があった段階とい

うか、申請ですけど、相談でも、そこでそこのマッチングというかそこら辺の話

をするということでございまして、門戸を開くという考え方によっては、町とし

てはこの企業を駄目とか、そういうことではなくって、あくまでも事業者が自ら

そういう事業を起こすという意思があって始めることということでご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 門戸を開くということでは、例えば商工会さんとか関係団体、

また地域振興会の皆さんにこういった制度やっていますよ、ありますよというの

は広くお知らせしていく制度がありますので、やっぱり広くお知らせしていくこ
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とは大事だと。 

 ただ、今ほど言いましたとおり、ハードルといいますか、そういったことはし

っかりクリアしていただかないと認定といいますか、そこはやっぱりしっかり条

件をしていただく。 

 これ、議会にも何度も説明していますが、やはり企業版ふるさと納税というの

がありますので、税の控除とか、いろいろそういったのが関わってきます。 

 これ、今、設計をするにも関係省庁とかいろんなところに詰めながら進めてい

ますので、そういったところをやっぱり町としては慎重に認定をしていくといい

ますか、していく。 

 ただ、問合せとか相談とか、そういったのはどんどん町の発展にもつながりま

すので、受け付けていくという形になると思います。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 町が関係している納税なので、税を活用するということな

ので公平性というのですか公明正大にといいますか、ということですが、先ほど

言いましたとおり商工会とかっていう、例えば商工観光課が窓口になっていろん

な事業やるようなことというのは、多分、アンテナ張っているのは商工観光課だ

ろうと思います。 

 そこで、ここに最終的には審査会に通って当るかどうかということにはなるの

だろうと思いますけれども、いろんなものを乗っけて審査してもらえばいいのか

なとは思います、逆に言うと。だから、そこがいろいろ事業の規模とかいろいろ

な条件はあるのだろうと思いますけれども、それに乗っかっている、あるいは乗

っかることができる事業、企業版でやりますよっていうようなことをやっていく

ことによって、逆に言うと二の足を踏んでいる事業を前に進めようかという企業

もいるのかも分かりません。それが功を奏してまちづくりになるのかも分かりま

せん。 

 だから、その辺のＰＲ、アンテナを張りながら、これを活用していくという。

せっかく苦労してつくったのですから、そういうようなやり方もあるのではない

のかなっていうことです。 

 今、不景気ですから新規事業やろうという企業はなかなかいないと思いますけ

れども、その資金の手だての一つとしてなり得るのなら、その辺の積極性も必要

なのではないかなと思っておるわけです。 

 ですから、その辺のＰＲというか、どうこれを活用していくかという、逆に言
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ったら町のもくろみといいますか、そういうこともあってもいいのかなと思うわ

けですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これ、今総務課がやっていますけど、実は、例えば今回門前

開発ですと商工観光課と門前の皆さんと総務課が打ち合わせをしている。ブルー

サンダーも企業版ふるさと納税ですから生涯学習課と総務課がしている。 

 総務課はどっちかというと、これが本当に適正かどうかというのを審査する所

管といいますか、そういった形になっていまして、これが今生涯学習、また商工、

そして農業、いろいろな形で議員おっしゃるとおりやっぱり広がっていって、こ

ういういい制度ですので使えるようにしていきたいなと思います。 

 ただ、先ほど申し上げます企業版ふるさと納税、控除になりますので、税を扱

う、寄附金をいただいて、町を通して補助金という形でお渡しするという。行く

行くは制度的にも慎重にやらなければいけないところもありますので、積極的に

お知らせはしますが、慎重になるところは慎重に審査、総務課のところは慎重に、

広げるところはどんどん声をかけていくというふうな形でやらせていただきたい

なと思います。 

○議長（中村勘太郎君） ほかありませんか。 

 ないようですので次に、同じくページ５ページの契約管財課について質疑ござ

いませんか。 

 ないようですので次に、防災安全課、６ページから９ページを許可いたします。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですので次に、財政課、９ページを質疑許可いた

します。 

 ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） ９ページ右側ですが、基金の積替えと土地開発基金の閉鎖の

問題があります。土地開発基金の閉鎖の問題では、ある意味、これがなくなると

いうことになれば、発生すれば基金を積むとかという話が、基金をつくればいい

とかいう話があったのですが、現実的に基金がなくなるということは、いわゆる

一般会計からどんなときでも補正するということになるじゃないですか。見方と

しては。その辺がよく分からないというのが一つ。 

 それと、２億円、８億円という、いわゆる１０億円の積替えがありますけど、
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基金総計がどうなっているのか。 

 また、どういう方向で考えているのかも併せてやっぱりきちっと説明しておか

ないとまずいのではないかな。今説明では、基金総計が５１億。その中には、い

わゆる会計なんかの必要かどうかは還元し切れてない基金もありますけれども、

そういう財政調整基金絡みのいわゆる基金と言っている、そういうところをどう

お考えになっているのか。現状、そこらも含めて、併せて説明をお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） 財政課長。 

○財政課長（森近秀之君） まず、今ほど言いました基金総額、議員おっしゃったと

おり、特別会計、一般会計合わせますと５１億４，７００万というのは本年１月

末現在の基金の現状でございます。 

 このうち、財政調整基金につきましては２５億６，７００万というものでござ

います。今般、１０億円を今基金に財政調整基金からすこやか子育てまちづくり

基金に移させていただいたというものでございます。 

 まず、財政調整基金の考え方でございますけれども、以前もちょっとお話をさ

せていただきましたけれども、やはりこういった基金、万が一災害等があった場

合に使っていくような基金というもので考えているところでございます。 

 標準的にいきますと、一般的には町の財政規模の４０％前後ということでござ

いますけれども、町といたしましては、やはりこういった災害に備えるというこ

ともございまして、今般、大体１５億程度を、以前もちょっとお話しさせていた

だきましたけれども、その程度を残して、ほかの基金に移すと。 

 今、すこやか子育てに移させていただきましたのは、これから幼児園等の長寿

命化といったこともあります。そうしたものに使っていくということで基金を積

ませていただきました。 

 ご承知のとおり、合併特例債そのものは令和７年度までとなってございます。

なるべくこうした起債を借りられるときにはこういったものを使いますけれど

も、それ以降、どのようなものがあるか分からないということもありまして、将

来的な幼児園等子育てのための基金として２億円を積ませていただいている。 

 また、まちづくり基金につきましては、やはり公共施設の長寿命化、またいろ

んなインフラ整備等が今後考えられます。こうしたものがあることから、今般、

移させていただいたものでございます。 

 先ほどの一番冒頭もおっしゃいました土地開発基金でございますけれども、こ

の基金と申しますのは、あくまで土地の先行取得のための基金ということで、今、
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土地開発基金をゼロにしたわけですけれども、それはまちづくり基金のほうに移

しているものでございますので、あくまで一般会計の中で動いている基金という

ものでございます。 

 以前、この土地開発基金につきましては、もともとやはり土地の高騰等により

ます土地の先行取得のためにやっとつくった基金でございまして、世間一般的に

は、例えば住宅供給公社とか土地開発公社とか、そういったところではこうした

基金で土地を先行的に取得して、土地の値上がりの前に購入するといったことで

目的としていると。 

 ただ、現状といたしましては、この基金、先行取得してまで使うという目的が

今永平寺町にもないものですから、もし今いろんな土地開発をしようとした場合

におきましては、まちづくり基金等を投入しましてやっていきたいと。 

 この基金につきましては、以前の説明でも申しました。監査委員さんのほうか

らもこの基金については廃止の方向でどうだといったご意見もございましたの

で、財政課といたしましてはこの基金につきましては、今年度末におきまして廃

止させていただいて、まちづくり基金に移させていただいたというものでござい

ます。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 基金の問題については後から質問しますけれども。 

 いわゆる自治体の会計というのは、その自治体が一般的なというのですか標準

的な住民サービスの供給に対して不足する分を、自分たちが集められる金額以外

の不足する分を国が交付税で補填するというのが基本やと思います。 

 そうすると、よく町は何年先のことを言って不安や不安やと言っているのかが

よく分からないのですが、基本的には、町長で言うと１０年先というと２期以上

先になるわけですよ。そんなに先を読んでその基金をためなだめかというと、そ

うではないと思います。その辺をやっぱりきちっと考えを持って財政運営してい

かなだめだし。 

 僕繰り返し言っていますけど、国の補正予算なんていうのは地域の経済対策で

交付されてくる交付金が、支援金、補助金も含めてあると思うのですが、ところ

がそこらがうまく使い切れてないと、地域に還元してないと余ってくる。それを

積み足してくるのがこういうことで、全国ではそれ、いわゆるそれなりにコロナ

禍で地域支援とか住民の生活支援、企業支援ということに使ってきた自治体とた

め込んできた自治体、両極端に分かれていますね、今、基金見てみると。その辺
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をやっぱりきちっと考えてやっていかないとだめじゃないかと。 

 そこが一つちょっと、いつも言っているのですが、自治体の財政を賄う人たち

は基準的なやり方で本来はやっているだろうと思います。そこでなかなか基金が

増えるというのが、ちょっと僕は異常に増えているというのは、それは財政運営

をもう少し見直す面もあるのでないかなって思うところです。それが一つですし。 

 もう一つは、土地開発基金ですが、これは先行取得のためにということでやら

れている基金だというそれ見直して、一般会計で見るということになれば一般会

計的な、まちづくり基金で賄うということになれば、それはそれでいいです。き

ちっとした裏づけがあってやらないと、それはただなくすだけでは問題ではない

か。 

 特に土地開発の会計があるわけですね、特別会計が。そのことちょっと考える

と、えっと思う面がありましたので、そこはきちっと確認しておきたいと思いま

す。 

 本当に先行取得の目的だけだったのかということですね。どうも、そうではな

かったように僕は思います。特別会計で余った金を一時移したことがなかったか。

なかった？ そういうのも含めて。 

○議長（中村勘太郎君） 財政課長。 

○財政課長（森近秀之君） まず、何年後を見越してというお話でございます。財政

課的な話になるかもしれないのですけれども、私どもとしては、先ほども言いま

した令和７年度までは合併特例債といった基金が使えると。いわゆる国の地方財

政計画、また指針の中で、以前は令和６年度までは地方の財政力強化を図るとい

うことで、交付税そのものを下げるという傾向はございませんでした。ただ、今

年に入りまして、令和６年を、令和７年まで何とか地方交付税を下げないような

方向性がずっと示されております。 

 ただ、令和８年度以降、合併特例債が使えるかというと、これも県ともいろい

ろ話をしているのですけれども、どうもあまり８年度以降は継続して使えるとい

うことはないだろうと。 

 それに代わるべき何か起債が発行可能になるか分からないですけれども、町と

いたしましては、中期財政計画といった中で平成８年、９年ぐらいまで見越した

ときに、ともかく８年度以降についてなかなか財政的に厳しいものがあるのかな

と。交付税にしてもまだ見込みはないですけれども、そうしたことを踏まえて、

今回、町としてはこの基金を８年度以降のためにこうした形で再編をさせていた
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だいたという考えを持っているところでございます。 

 あと、土地開発基金でございますけれども、実際、土地開発基金を令和元年で

すか、一旦崩したことがございます。ただ、本来、条例等にありますのは、土地

開発基金そのものは先行取得のための基金ということで、本来、取り崩しはしま

したけれども、使途がちょっといかがなものかということであったので、全額土

地開発基金に戻したという経緯がございまして、あくまで土地開発基金の目的と

しましては、土地を先行取得するための基金ということになっていまして、何か

事業をするための基金というものではないということは述べさせていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） いわゆる自治体の会計運用の問題で言うと、何年先がといえ

ば、令和７年度以降は不安だと言いますけど、いわゆる市町村の合併前に合併し

なかったらもう交付税減らして自治体潰すというようなことを国が言いましたよ

ね。逆に言うと、そんなことはあり得ない。 

 合併しなかった自治体はどうなったかといったら、合併以降何年かで以前の交

付税よりか増えている状況が続いている。国も地方財政の状況を見て交付税を増

やすということがあって、それのちょっと賄い切れんところについては臨時財政

対策債などを持ってきたわけやね。 

 そういう意味では、合併しなかったら損したんかといったら、合併したほうが

損したわけですよ。地域にもともと落ちる金が少なくなったのですから。だって、

永平寺町、上志比村というのがあれば財政規模で言うともっと大きくなっている

可能性あるわけでしょう。 

 逆に言うと、僕らほかの町のことを言うとなんですが、和泉村なんて合併した

おかげでもうなくなるのと一緒ですよ。学校までなくなってね。当面は小学校残

すという話になっているらしいですが。 

 そんなことも含めて考えると、そんなに先を見て不安ばっかりあおっていくと、

逆に自治体にとってそれが正解やったかということは、後で問われる問題も出て

くるんでないか。そこはきちっと評価しながら。どうだったのかという評価を時々

しながらやっていかないと、正直、ためるばかりではいかんのではないかと。 

 ５１億というのを上げたら、それには直接あまりため込みとは取られない。必

要な基金もあると思いますが、そこらも含めて、やっぱりきちっと考えていかな
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いといけないと。 

 あと、ほかのいろんな事業も特別会計なんかは基金をどんどん減らす傾向にあ

り、繰入金を少なくするという傾向に、下水とかそういうようなところはそうい

う傾向があったと思うのですが、それは基金を持たせないという方針が一時あっ

て、言って持たせないようにしてきたと思いますね。繰入金どんどん減らしたと。

そこにあった基金も含めて、一般会計に引き上げた時期もあったように僕は記憶

しているのですが、そんなことを考えると、本当にそれでいいのかどうかも含め

て。 

 だから、例えば上水道なんかも簡易水道で一定持っていた基金なんかについて

は――下水道やったかな――必要な繰入れをきちっとしないといけないですよ。

それ必要な繰入れもせずにどんどん減らすというのではいかんですよ、というこ

とを随分言った時期があったように思うのですが、その後も含めて、基金の各特

別会計なんかの管理等については、それは今の状況では何かあったときには一般

会計がきちっと賄うという事をやっぱり示しておくべき必要がある。 

 それの一つの例が、この土地開発基金ではないかなと思うので、そう取ってい

いのかどうかというのもちょっとお聞きしたいです。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） まず基金の話ですけど、今、起債は合併してからそんなに起

債の金額は変わっていません。これはなぜかといいますと、やっぱり合併特例債、

６割が返ってきますので、現に普通交付税を上乗せして返ってきております。 

 こういう起債がある間は基金を使わずに、そういった有利な起債を使いながら

運営していく。現に合併特例債、基金に積むことも可能だということもあります

が、うちはどちらかというと起債を使いながら、それで使わなかったお金を基金

に積んでおる。 

 先ほど財政課長申し上げましたとおり、この合併特例債とか、こういったもの

がいつまでも続くわけではありません。なくなったときには、やはりそのときこ

そ基金を取り崩してでも、しなければいけないことはしなければいけないという

ことで、ある程度起債が変わらない中で基金が増えていく。これは町としては本

当に健全な財政を心がけているというふうに思っています。 

 今、ここの基金をぐっと、言葉はちょっとどうか分かりませんが、先に先行投

資をしたり、町で言われているばらまきのような政策をしたり、そういった中で、

 合併特例債が終わったときに、じゃどういうふうに運用していくのか。有利な
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起債がありませんので、また出てくるかもしれません。ただ、今のところはそう

いうのは予想ができませんので、しっかり基金を積んで次に備えていく。それが

１０年後、２０年後とおっしゃいましたが、あと３年でひょっとしたら合併特例

債は終わる可能性が非常に高くなっていますので、４年後、５年後からは、ここ

に基金があってよかったなというふうに思うような安心感が持てるような今財政

運営をしておりますので、その辺はご理解いただきたい。 

 第８期につきましても、監査委員さんをはじめ、皆さんがこれもちょっと時代

的には合っていないよ。先行取得を、地面をそういうふうな時代はもう終わりま

したので、そういったのはもうなくして、まちづくり基金という形でしっかり対

応していくということでご理解をいただければなと思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（中村勘太郎君） 財政課長。 

○財政課長（森近秀之君） すみません。基金を特別会計持たせないということ、す

みません、ちょっと私、中見てないので、また一遍ちょっと確認させていただき

たいと思います。 

 ただ、基金につきましては永平寺町積んでいるという状況ですけど、これは福

井県内の各自治体におきましても基金は令和２年度末と令和３年度末でやはりか

なり多くの市町が基金に積んでいるという状況です。 

 こんなことを言っていいか悪いか分かりませんけれども、財政課的には健全な

運用をしていくためには、家で言う貯金というものがやはり必要と思っておりま

すので、財政課的には４年、５年後を見据えてある程度の余裕を持った財政はし

ていきたいということでやっていますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） ほかありませんか。 

 ないようですので次に、総合政策課、ページ１０ページから１２ページを許可

いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ３番、川崎君。 

○３番（川崎直文君） 確認ですけれども、１０ページの右側の補正で２０件の住宅

支援件数が上がっております。今年度の実績が４１件ということで、この件数だ

けを見るとかなり移住の申請がこの案件に対して増えているということです。こ

れはこの勢いがどういう状況なのかということと、それから３地区、松岡、永平

寺、上志比での実績数上がっております。今回、２０件の見込みということで、
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これ、おのおの３地区でどのような数字の傾向になっているのかということを教

えていただきたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） 当初４２件見ておりました。今回２０件補正をさせ

ていただいているというのは、もう既に当初を上回る勢いであるということで、

昨年度の２月、３月に出てくる状況、これも踏まえて今回２０件多く見させてい

ただいたというふうな形になっております。 

 状況としましては、今やはり松岡地区のほうの方、もう既にどうでしょうかと

聞かれているところもありますので、そのところで傾向としましては松岡地区の

方がやはり多いというふうな傾向になっております。 

○議長（中村勘太郎君） いいですか。 

 ほかございませんか。 

 １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 同じくこの１０ページの左側の、これはコロナ禍で利用人

数が減ったのでそこの分を補填してほしいということで増額という発想ですか、

それとも何か違う項目というのか、そのほかに補填の意味合いというのはあるの

か。下のほうで特定の財源がコロナ禍のこれでやっているので、そういう発想で

増えたということで、来年度の当初についてはまた驚きを――驚きっておかしい

けど、当初の今までの従来の当初案になるという見方でよろしいのでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） 補填の理由としましては、やはり燃料ですね。ガソ

リンの燃料の高騰。あと、先ほど申されましたコロナ禍でやはり乗られる方が少

ないということで、そこの減収、その分の補填という意味でございます。 

 それと、令和５年度のことにつきましては、基本のベースとしては令和４年の

この基本がベースになります。その形で令和５年度の当初予算もこの基準額をベ

ースとして予算を要求させていただいております。 

○議長（中村勘太郎君） よろしいですか。 

○１１番（上田 誠君） はい。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 公共交通対策事業でありますが、理由は分かりましたけれ

ども、広域生活と生活交通という２つの対策があるわけですけれども、その違い

を教えていただきたいのと。あと、毎回、毎年これ出てくるわけですけれども、
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多分、補助額的には少しずつ増えてくるのかなと思いますけれども、路線がなく

なるとかというような話もいろいろ現場の中では事業者との交渉をしているだろ

うと思いますけれども、その辺の状況も含めて少しお知らせをいただきたいなと

思います。 

 それと、右側の住まいる定住ですけれども、昨日一般質問した際に、住まいる

定住では新築と中古住宅の改修とはかなり件数に差があるっていうことだったの

ですが、ただ、その中で町長の答弁では、空き家バンクでかなり需要も伸びてい

るというところで、少しその辺の言い方の差があるのかなと思いますが――言い

方の差というのですか、要は中古住宅については住まいる定住は使いにくいとい

う原因があるのかなというところです。その辺の考え方、少し分かるようなとこ

ろがあったら教えていただけたらなと。 

○議長（中村勘太郎君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） ３点あります。 

 まず１つ目が、広域路線バスと生活路線バスの違いですね。これについては、

広域路線バスについては国庫補助対象外で、輸送量が１５人以下、こういう路線

になります。生活路線バスにつきましては、国庫補助分の対象となって、輸送量

が１５人以上、ここが違いになります。 

 あともう一つ、これが補助として毎年させていただいているという状況ですが、

なくなっていくのかどうかというお話でよかったですかね。ここにつきましては、

やはり生活を維持するということが目的の路線になっています。県、それぞれの

沿線市町、それに向けてやはり取り組んでいる事業となります。また、新幹線開

業もございますので、今の状況でさえしっかり維持していきたいという方向性で

ございます。 

 あともう一つが、住まいる定住の件数のことですかね、違いということで、今、

実質的な補助につきましては、新築は１０万円、中古物件については５万円、こ

ういう補助をさせていただいております。現状としましては、やはり新築で建て

られるという方のご希望者が多いという状況になっているということですので、

あくまでも希望者の方に添ってさせていただいているという状況になります。 

 やはり費用とかいろいろあるとは思うのですけれども、現状の傾向としては新

築を選ばれる方がやっぱり多いという形になります。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 新築と中古物件では、やっぱり明らかに新築を求められる方
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が多い。空き家の対策の中で空き家バンクに登録をしていただくと、制約率が高

いというお話をさせていただきましたので、もちろん中古物件、空き家をどんど

ん利活用していただく政策はやっていきますが、移住者はやっぱり新築物件を求

められる方が多いというデータが出ていますので、両方合わせてのいろいろな政

策、またいろいろ分けての政策、こういったものも大事かなと思います。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 交通のほうは分かりました。 

 それと、今の空き家対策という方面から考えると、やはり中古物件でもそれな

りに見劣りしない補助があってもいいのかなと。そっちの方面から考えると、Ｓ

ＤＧｓですか、そういうような方面もありますし、空き家バンクを、空き家を活

用するという方面から考えると、それなりに有利になるということになる方向性

も必要かなと思いますので、今後考えていただけたらなと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） 実は建設課のほうからもリフォームとかの補助も、

空き家に対しての補助も出ております。確かに住まいる定住というそういう制度

の中では、例えばそういうふうな１０万、５万となっていますが、もし購入して

いただいて、そのリフォーム、そういう費用も活用できますので、空き家に対し

てもやはりそういう制度も使っていただける、という制度はもちろん設けており

ますので。 

○議長（中村勘太郎君） ほかございませんか。 

 ないようですので次に、住民税務課、１２ページから１４ページですけれども、

質疑ございませんでしょうか。 

 ないようですので次に、福祉保健課、１４ページから１９ページお願いいたし

ます。 

 質疑ございませんか。 

 ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） １６ページ、外出支援のサービスということで、これたし

か社協さんに委託しているだろうと思いますけれども、伸びている実数と、あと

こういう理由で伸びているということがあれば教えてください。 

○議長（中村勘太郎君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 事業自体は社協さんのほうに委託して予約の受付を

していただいております。利用者さんは予約して次々行きますよというところで
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タクシーを回っているという状況です。 

 設定料金も作っております。 

 近年、コロナ禍においては利用率が大きく変動しております。令和４年度につ

いては、令和３年度実績に基づいて予算要求いたしました。外出の自粛と、それ

から医療機関への受診控えなどから利用が減少していたということです。 

 第７波が終わってから確実に利用の頻度が回復しているというところで、今回

補正をお願いしているというものでございます。 

 設定料金については、来年度以降見直しということはご案内のとおりでござい

ます。 

○議長（中村勘太郎君） よろしいですか。 

○９番（滝波登喜男君） はい。 

○議長（中村勘太郎君） ほかございませんか。 

 ２番、長岡君。 

○２番（長岡千惠子君） １５ページの左側ですけれども、障害児通所給付金の増額

は上がっているのですけれども、そんなに障がい児が急激に増えているというわ

けではないと思うのですけれども、当初の予算どおりにいかなかったというのは

なぜですか。 

○議長（中村勘太郎君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） この給付費ですが、放課後等デイサービスのご利用

というのがほとんどでございます。利用される方が増えているということでご理

解ください。 

○議長（中村勘太郎君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

 ないようですので次に、子育て支援課、１９ページから２３ページ、質疑を許

可いたします。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） ２１ページ右側ですが、一部施設の関係で言うと２３ページ

の左側にも関係あるのかもしれませんけれども。いわゆる広域入所が増えている。

６人から１５人に増えたということですが、理由等。どういう理由があるのかな

というのと、どこの地区の子どもさん方がやっぱり多いのかなというのはちょっ

と関心があるので聞きたいですね。 

○議長（中村勘太郎君） 子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（島田通正君） 広域入所につきましては、年度途中に永平寺町に

転入されたお子さんが保護者の都合によりまして、職場の近くの園でそのまま預

かりたいということで広域入所をされている現状でございます。 

 どこの子どもが多いという点でございますが、地区までは分からないですけど、

この上志比地区、永平寺地区、松岡地区の子ども、どこの子どもかという地点が

知りたいわけでございますかね。そこまではちょっと分からないので、後日お知

らせいたします。 

○議長（中村勘太郎君） じゃ、対応よろしくお願いします。 

 ほかございませんか。 

 ないようですので次に、農林課、２３ページから３０ページ、質疑を許可いた

します。 

 ７番、森山君。 

○７番（森山 充君） 資料の２５ページ、ＨＡＣＣＰの件ですけど、これ自己負担

が多分２億３，０００万とかそういう話だと思うのですが、これ審査をどこでし

ているかというのと、審査のポイントですね。それと、他の酒蔵とかでこういっ

た動きがあるかどうか、それをお尋ねします。 

○議長（中村勘太郎君） 農林課長。 

○農林課長（黒川浩徳君） このＨＡＣＣＰの事業につきましては、審査は県のほう

でしております。県のほうから国に行って、国の決定を見てやる事業でございま

す。 

○議長（中村勘太郎君） よろしいですか。よろしいですか。質疑があるのなら手を

挙げてお願いします。 

 ７番、森山君。 

○７番（森山 充君） お尋ねしたのはもう２つほどありまして、ほかの酒蔵でもそ

ういう動きがないのかと、審査のポイントですね、そこをお尋ねします。 

○議長（中村勘太郎君） 農林課長。 

○農林課長（黒川浩徳君） すみません。ほかの町内の酒蔵でもこういう事業の採択

あるのかどうかということでよろしいでしょうか。 

 これにつきましては、以前、黒龍さんもＨＡＣＣＰをたしか使って事業に取り

組んでおられたことがあると思います。特にどこに指定しているものでもござい

ません。輸出を目的とした事業に取り組もうとしている酒蔵さんなら、内容によ

って国が審査して交付について決定をしていくという事業でございます。 
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○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） これ、当初でもちょっと質問上げてしまったので、ここで

出てきているので質問させてもらおうかなと思ったのですが。 

 ＨＡＣＣＰ事業、今課長おっしゃるとおり、海外向けのいろんな商品を海外向

けにやるためには、ある程度の厳正な商品の認可を取ってやることによって、海

外からの受入れが非常に好評になる。高い値打ちが上がるということで、いろん

な業種をやっているみたいですけれども。ただ、お酒に関してはなかなか取ると

ころがないというのが現状だったみたいなので、多分、日本でも黒龍さんが最初

なんでないんかなと思うのですが。 

 このＨＡＣＣＰのお酒の日本酒の認可を取るための基準というのは、たしか国

の基準がなくて福井県の基準を国が認めて、それをベースに黒龍さんは日本で初

めて認可を取ったというようなことがあるみたいですが、それが今回、こちらの

白龍さんのところも同じような形で取るのでしょうか。 

 多分、黒龍さんかなり前だったと思うので、それ以降、全国的にそういうよう

なＨＡＣＣＰを取るところが出てきて、福井県の基準をベースにそれを国の基準

に変えて、今回、白龍さんが認可申請して取ったというようなことになるのでし

ょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 農林課長。 

○農林課長（黒川浩徳君） 県の基準に従って、それを国の基準に変えて審査をして

いるのかというご質問だと思いますが、今のところ、私どもを経由して申請を出

しております。内容についてもいろいろ確認しているのですけれども、内容的に

ＨＡＣＣＰに該当する、要するに掛かり増しの部分を審査している状況です。 

 ＨＡＣＣＰを取るために、普通、冷蔵庫こんなもんでいいけど、ＨＡＣＣＰの

ためにはこういう仕様にしなさいということで、費用が掛かり増しになる部分を

いろいろ審査して、それの積み重ねで補助対象額を決めているので、それが県の

基準であるのか国の基準であるのか、以前の黒龍さんのときと同じかどうかとい

うところまでは、今ちょっとここで回答することはできないのですが、やり方と

してはＨＡＣＣＰに必要な設備に係る掛かり増しの分を、補助対象として審査を

されている。それが適当であれば補助対象事業として、それぞれ積算して補助対

象金額を決めていて、それの全額２分の１を国庫補助金として県、町を経由して

事業者さんのほうに交付するという事業でございます。 

○議長（中村勘太郎君） ９番、滝波君。 
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○９番（滝波登喜男君） 確認ですけど、この説明書見ると県の施設整備等というこ

とで補助をもらっているわけですけれども、これは当然、国の制度ですから国か

ら県に経由していただいているということですよね。あくまでも国ということで

いいですよね。 

○議長（中村勘太郎君） 農林課長。 

○農林課長（黒川浩徳君） 今、滝波議員さんおっしゃるとおりでございます。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） ２５ページのＨＡＣＣＰの件ですが、そういう補助の話もい

いですけど、この事業をやることによって地元の農業――農業さんで出ているわ

けですから、農業にどういう貢献度があるのかというのをやっぱり聞かせていた

だきたいですね。 

 聞くところによると１００ヘクタールぐらい酒米を作ってもらわんとあかんの

やということでいろいろ努力されているようなので、そういう貢献度をやっぱり

もっと示していくことが大事ではないかなと思うので、その辺を聞かせていただ

きたいのと。 

 僕が聞いているのは１００ヘクタール。だから、将来を含めてどうしていくの

かというのをやっぱり聞いていかないと、やっぱりウルチ米の生産の問題もある

し、加工米の問題もあるので。 

１００ヘクタールと言われていたので、そういう計画なんかも含めて、やっぱ

りどうしていくのかというのは、示していただいたほうがいいじゃないか、そこ

まで言った？ 

 そういうことがあります。僕は大事で、そこはいわゆる現状ではなしに、将来

どうしていきたいのかということも含めて、一般質問でそこまで触れているのな

ら別ですが、ちょっと言っていただくとありがたいと思います。 

 ２７ページの左側、肥料高騰等の支援として行われた事業、４，０００万の目

標でやられたということで、ちょっと１年遅れではありますけど、僕はこれ本当

に喜ばれていると思います。そのことだけは言っておきたいと思います。評価し

たいと思います。 

 ２８ページの地籍調査の話ですけど、いわゆる地籍調査って今何か所かで図面

入れてちゃんと示されていて、非常に分かりやすい主要事業のところでありまし

たけれども、それは分かりすい資料でした。ただ、地籍事業で残されてしまった

ところの状況なんかもできたら示していただくと、説明していただくとありがた
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いです、こういう機会に。 

○議長（中村勘太郎君） 農林課長。 

○農林課長（黒川浩徳君） 地籍のほうから先にお答えさせていただきます。 

 地籍につきましては、あくまでも地区の要望、希望によって実施するものでご

ざいまして、今７次の事業ということで７次、１０年間の事業に入っていますが、

その都度、地区のほうから要望があるかないかということはお諮りしている状況

です。 

 それで、今年度も京善地区が今年度から着手するというところで、５年度以降、

今手を挙げている地区はない状況でございます。あればまた対応はしていくと思

うのですが、今のところ、そういうところがない、要望されているところはない

です。 

 あと、酒米についてですけれども、今申しましたとおり、当初１００ヘクター

ルという計画をお聞きしておりましたけれども、現在、５０ヘクタールが必要や

ということで変更になっております。それの確保につきましては、ほぼ今農協で

すね。農協さんのほうにも依頼をいたしまして、町としても振興していきたいと

いう相談をしたところ、いろいろ農協さんのほうでも地区のほうに働きかけをし

ていただきまして、ある程度の量は確保されている。しかし、やっぱり今後もず

っと生産量を確保して良質の酒米を作っていく必要があると思いますし、町とし

てもその辺の振興をしていかなければならないと考えております。 

 そういったところで、酒米、お酒の酒蔵と農業者とか、地区振興にもつながる。

完璧に酒造りは６次産業化なので地区の振興にもつながるということで、関係者

を含めた協議会などもつくって、いろいろ酒米の振興についても含めて、いろい

ろ今後協議していかなければならないというふうに考えております。 

○議長（中村勘太郎君） 金元君。 

○６番（金元直栄君） 地籍調査は本当に希望するところですが、終わってしまった

ところで終わり切れなかったところの説明なんかもしてほしいという意味です。 

 もう一つ、さっきの酒米の問題ですけど、現実的にこの酒蔵さんは地元にこだ

わっているということを僕らも聞いています。だから、そういう意味では、ほか

の酒蔵さんもありますけれども、本町の米作りの一つの基盤づくりにもなる可能

性があるので、そういうのは吉田さんだけではなしに、ほかの酒蔵さんも含めて

今後どうしていくのかということを考えていくと、かなり面白いというのか、取

組になる可能性があるので、行政もそこに目をつけてほしいと思いますね。単に
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吉田酒造だけではなしに。 

 ただ、いわゆる酒米というのは、僕ら聞いていると肥料食いというのですか。

割と肥料なんかを食うということも僕は聞いていますので、そういう意味では作

りやすいのか作りにくいのか分からないですが、そこらも含めて十分検討して、

やっぱり振興するなら徹底してやるということも考えていただけるとありがたい

のかなと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これ、金元議員おっしゃられるとおりであって、町としても

今その方向で行っております。今、第６次化。本来ですと農業からスタートして、

じゃどういうふうに加工して、どういうふうに販売していこうかというのですが、

ここはやはり売り先も加工も、しかも農家の皆さんの意欲、また地域の皆さんの

思いというのも、実は物すごく今私たちのほうにも声が入ってきておりまして、

今行政も一緒に新しい特産物という位置づけでやっていこうという思いでいま

す。 

 輸出用の酒米は補助対象にもなりますのでどんどん進めていく。今年、もう来

年度の支援で三、四十ヘクタールの米を地元の農家さんとお話ができているとい

うことで、町としても地元グリーンファームさんとかの支援も今考えているとこ

ろです。 

 これ、大きな一つの観光資源にもなるなと思いまして、吉峰の中に古民家をシ

ンフォニーさんが改修しまして、そこで酒で作ったいろんな食べ物とか試飲とか、

行く行くは移住してきた若い人もいるのですが、みんなでコラボして、吉峰地区、

地域の皆さんも私のところに来ていただいて、一番の限界集落やけど一番元気の

ある地区にしたいのだという思い、そして吉峰寺、こういったものもみんなつな

げていきたいということで、町としてもまずはここからどういうように上志比の

発展、ここからも発展につなげていくかということで、先ほどちょっと農林課長

も言いました酒造会社、そして農家の皆さん、そして地域の皆さん、まずこの三

者で、じゃ、どういうふうにこの輪を広げていこうかって。そこにまた新たな人

をどんどんつなげていって、一つの大きな核になって。先ほどおっしゃられた田

辺酒造さん、黒龍酒造さんもあります。そこも地元の酒米をどんどん利用してい

ただくような、そういった酒米を作るノウハウ、実はこれおくてでいろいろ大変

なところもあるのですが、このノウハウも今どんどん研究されていけばいいなと

も思っていますので、ここが一つの大きな上志比地区、また永平寺町全体の農業
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の核となると思いますので、しっかりと取り組んでいきたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 金元君。 

○６番（金元直栄君） 非常に期待しております、その辺は。 

 ただ、酒蔵さん同士の関係で言うと、以前はあんまり関係が本当にいいのかな

って議会でも話題になったことがありますので、そういう意味では行政も間に入

って大変なところがあると思います。 

 ここが大事なところで、なかなかそうやってしてうまくいかないところがやっ

ぱりほかのところでもあるわけですね、町内の観光地で。そんなことをやっぱり

行政が入って一つ一つほぐしていくということは非常に大事なことで、一方のほ

うは一定の地域でどうしていこうかという話が進んでいることもありますから、

そういうことも含めて、ぜひ行政が積極的な役割を果たしてほしいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 皆さんもご存じのとおり、コロナが始まったときにアルコー

ル消毒液がないといったときに、黒龍酒造さんが手を挙げていただいて消毒液を

販売目的ではなしに町のためにと言ったときに、実は黒龍酒造さん、田辺さんに

も白龍さんにも声をかけていただいて、作り方はちょっと違いましたが、３蔵で

共同して作っていただきました。そのときにも物すごく連携が取れているなとい

うのは私たちも話をしながら分かりましたので、今、本当に３酒蔵、お互いを尊

重し合いながら、ブランドとか観光とかいろいろお話しする機会ありますが、連

携は取れていると思いますので、また引き続き、また私たちもいろんな情報を提

供させていただいて、地元の特産品の酒が盛り上がるように頑張っていきたいと

思います。 

○議長（中村勘太郎君） よろしいですか。 

 農林課長。 

○農林課長（黒川浩徳君） 地籍の結果を見ずにそのままになっている地区があるの

でないかというご指摘やったと思いますが、１地区まだ完了していないところは

確かにございます。でも、そこをそのまま終わっている状況ではなくて、やれる

状況を今待っている状況でございます。 

 以上です。 

○議長（中村勘太郎君） ほかございませんか。 

 川崎君。 

○３番（川崎直文君） ２９ページですね。町単林業事業ということで、今回の補正
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は減額補正ということですね。今年度大規模な現場が少なかったためということ

ですけれども、具体的に調査業務委託件数、またその内容が縮小されたのかとい

うこと、それから測量設計の業務も減額になっております。調査業務、それから

測量設計業務、件数がどうであったのかということと、その業務内容が縮小され

たのかという、ちょっとその中身の話を確認したいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 農林課長。 

○農林課長（黒川浩徳君） まずこの事業につきましては、地区からの要望に対応す

るための工事費を見ているものでございます。おっしゃられたとおり、事業の要

望が少なかったためにまず減額をされております。 

 調査業務につきましては、山地災害、浄法寺山の地滑りに係る調査の部分――

ごめんなさい、失礼しました。違います。その地区の要望で設計を委託しなけれ

ばならないための予算を見ておりましたが、それも地区要望の減少に伴いまして

少なくなって減額をしているという状況でございます。 

○議長（中村勘太郎君） ほかございませんか。 

 それでは、暫時休憩します。 

（午前１０時３４分 休憩） 

────────────── 

（午前１０時５０分 再開） 

○議長（中村勘太郎君） それでは、休憩前に引き続き再開させていただきます。 

 ただいま農林課長のほうから発言を求められていますので、よろしくお願いし

ます。 

 農林課長。 

○農林課長（黒川浩徳君） １つ訂正お願いいたします。 

 町単林道事業、減額の理由でございますが、浄法寺の地滑り調査、範囲確定の

ための予備のボーリングを予算しておりましたが、これについて範囲確定された

ために不要となったため、減額するものが１点ございます。 

 それと、先ほどのＨＡＣＣＰのことで、黒龍酒造の経緯を確認しましたので。 

 黒龍酒造は、当時、ＨＡＣＣＰ、最初の頃のＨＡＣＣＰ、県の事業に乗る予定

で話を進めておりましたが、事業規模がやっぱり輸出するというところで県のほ

うが国の基準でやったほうがいいという指導がありまして、黒龍さんのほうも国

際基準にのっとってＨＡＣＣＰを取得しているということでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（中村勘太郎君） それでは次に、商工観光課、３０ページから３２ページに

かけて説明をいただきました。その質疑を許可いたします。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ありがとうございました。 

 次に、建設課、３２ページから３５ページの質疑を許可いたします。 

 質疑ございませんか。質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑がないようですので次、上下水道課、３５ページから

３６ページの質疑を許可いたします。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑がないようですので次に、学校教育課、３６ページの

質疑を許可いたします。 

 質疑ございませんか。 

 あわせて、松岡小学校、３６ページから３７ページの質疑を許可いたします。 

 ないですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 次に、生涯学習課、３７ページから３９ページ、質疑を許

可いたします。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） なしということで次に、消防本部、４０ページから４１ペ

ージを許可いたします。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですので、議案第３号について第２審議に付した

い案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） お諮りします。 

 本件について第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございません

か。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第３号の第１審議を終わります。 

 これより第３審議を行います。 

 自由討議、討論を行い、採決します。 

 討議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号、令和４年度永平寺町一般会計補正予算についての件を採

決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号、令和４年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算に

ついて、質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 第２審議に付したい案件がありますか。 

 第１審議がありましたら審議をしていただきたいと思います。 

 それで、第２審議を今お諮りしました。 

 ないようですので。第２審議がなければ、これより後日、第３審議にそれをし

てもよろしいでしょうかと諮っていきます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） それでは、本件は第２審議を諸略し、第３審議に付するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしにより決定いたしました。 
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 これで、議案第４号の第１審議を終わります。 

 次に、議案第５号、令和４年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、第１審議を諮ります。 

 第１審議で、ご意見、ご質疑ありませんか。 

 ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） ４６ページですが、いわゆる高齢者医療制度、課税分の確定

によりというのですが、３，０００万の減額というのはちょっとどういう理由で

すか。あんまりよく分からんのですが。 

○議長（中村勘太郎君） 住民税務課長。 

○住民税務課長（原 武史君） この後期高齢者医療特別会計の令和４年度予算につ

きましては、広域連合を中心に令和４年度予算のその算定をしている時点では、

まだ４年度、５年度の保険料率が決まっていないという状況でございましたので、

その保険料率が決まっていない中、見込みとしまして安全面を考慮して歳入歳出

とも高めに実際設定をしていたというのが実情でございます。 

 実際に料率が決定しまして、今年度取組をして実際の執行ベースを見たところ、

当初予算のほうが大きいので、今年度見込みに合わせて減額させていただくとい

うものでございます。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） ちょっと私が心配したのは、いわゆる保険料率が決まってい

なかったから被保険者から取り過ぎたのではないかなって思った。そうじゃない

ですね。ただ、会計上、見込みを多く見積もっていたために単純にそれぞれのマ

イナス減額で事済んだということでいいですか。 

○住民税務課長（原 武史君） おっしゃるとおりで、取り過ぎたということではな

く、予算上は高い見込みで算定の予算をつくっていましたと。実際、保険料率を

決めてやりましたので、当然、設定された保険料率が予算設定時の見込みより低

くなりましたので、保険料収入も落ちるような結果になりましたということでご

ざいます。 

○議長（中村勘太郎君） よろしいですか。 

○６番（金元直栄君） はい。 

○議長（中村勘太郎君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） お諮りします。 



 －267－

 本件について第２審議の審議案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を省略し、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第５号の第１審議を終わります。 

 次に、議案第６号、令和４年度永平寺町介護保険特別会計補正予算について、

これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 確認ちょっとさせてください。 

 コロナ禍ということでそれぞれの例えば４８ページ、それから４９ページのい

ろんなサービス料があまり利用されなかったので引いている、減額になりました

という中で、５０ページの介護予防サービスの給付だけが上がっています。これ

を見ると対象者が増加したということになります。 

 コロナ禍であっても増えたという、今まで前のやつのサービスは結構コロナ禍

で利用者が減ったという形だけど、ここだけが増えているということがあります。

だから、これの要因というのですか、そういうものがあるのであればちょっとお

知らせいただきたいと思います。 

 あとの５１ページもあとのところらも増えているのですけど、それも結局対象

者が増えた形ということになっています。これも介護費は分かるところあるので

すが、いろんなサービスの仕方が減ったにもかかわらず増えたところもあるので、

そこら辺りのどういう要因なのか、どういうふうに考えていらっしゃるのか、ち

ょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 令和４年度予算につきましては、令和３年度実績を

ベースに算定をしておりました。１１月の教育民生常任委員会でもお話ししたと

思うのですけど、７５歳あたりの方が非常に増えている状況にあります。団塊の

世代の方が７５歳に近づいていっている、あるいは過ぎた方もいるという判断も

あるかと思います。そういう状況にあって、要支援者の認定者もしくは事業対象
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になる方、なった方あたりが非常に増えてきたというのが令和４年の特徴だと思

っています。 

 代わりに、要介護５の多くは９０歳以降の方がお亡くなりになって、施設サー

ビス費あたりは減少したということになっています。 

 切り替わりの年というふうに申し上げていいのかどうかですけれども、要介護

の重度の方が減って、要支援の比較的若い方が増えてきている状況に入ったとい

うことで我々は分析しております。 

○議長（中村勘太郎君） １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） この前のときもちょっとお聞かせいただいたのですが、要

はちょうど団塊の世代の方が７５歳で変わると。これの実績である程度見ていく

という形になると思いますね。そうすると、来年度当初、それから再来年度も含

めて、今後はその実績から見るとちょっとかけ離れるところが出てくるのでない

かなという気がします。そうなると、介護度の高い方のいろんなサービス、居宅

も、それから在宅も施設もあれですが、そうすると次年度なんかっていうのは結

構、今度は補正をしないといけない形になるのではないかと思いますね。そこら

辺りの介護も含めての、要は税として払う、使用料として払うところの会計上が

結構大変になるのではないかと思いますが。 

 要は、組んだときは低くなるわけですよ。切替えですから。言っていること分

かるかな。僕の考えが間違っているのでないと思っているのですけど。だから、

次年度、その次の年度というのは結構高めに見積もらないとだめじゃないかなと

思うのですが。本当は新年度の予算のときに聞けばいいのかもしれませんが。 

 そこら辺り、もしも何か今後のこともお願いできるならちょっと言っていただ

くと助かります。 

○議長（中村勘太郎君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 令和５年度はまだ第８期期間中ですから、介護保険

上は今年度と同じでございます。介護給付費の半分を保険料、そのうちの２３％

を１号被保険者、残りを第２号被保険者が負担しているということですから、３

年間は同じです。来年度、第９期の計画を立てるに当たって、第９期３年間の介

護保険料を算定する必要があります。 

 見込みというのを立てるのが非常に困難だなという気はしております。６５歳

以上の高齢者の構成比率も大分大きく変動しておりますし、サービスの見込みと

いうのも非常に見込みづらい状況がここ２年間続いておりますので、今後につい
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ての判定については非常に苦慮するなということは思っております。来年度も同

じ保険料で行かせていただきます。 

○議長（中村勘太郎君） 上田君。 

○１１番（上田 誠君） 来年度は、今は８期で、９期になると大分変わってくる可

能性があるというふうに認識すればいいということですね。 

 お願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ほか。 

 ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 一つは、歳入のところで４７ページですけど、繰越金があり

ます。繰越金が補正後の予算額で１億１，４００万ですね。５５ページには基金

積立金が４，５００万盛ってありますね。現実的には、これ、基金がどれだけで、

繰越金はどう見ていいのかというのだけちょっとお聞きします。 

○議長（中村勘太郎君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） まず繰越金ですけれども、令和４年度の繰越金はま

だ勘弁してください。見込みが非常に難しい状況にありますんで、給付費も若干

伸びている状況もありますけれども、まだ算定についてはご勘弁ください。 

 今回の１億１，４００万４，６５４円、令和３年度から令和４年度へ繰り越し

た分があります。このうちの４，５３１万７，０００円、令和２年度、３年度ま

での繰越金を今回積み立てるということで予算化いただきます。 

 １億１，４００万のうち、６，８６８万６，４２８円、約７，０００万近くは

返還金でございます。国、県、それから支払い基金への返還金でございますので、

残った分を今回基金に積み立てるということで計画しております。 

 令和４年度末での基金残高ですが、約２億円になろうかと思います。第８期計

画期間中は基金を投入するという計画を持って保険料算定いたしましたけれど

も、コロナ禍でかなり給付が減になったということで、また今回積立てさせてい

ただくことになったというのは非常に大きいと思います。 

 第９期期間中も来年計画を立てますが、基金を使って、投入しての保険料算定

ということは思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） この介護保険って大体一月の給付費として計上しているとい

う、お支払いしていく、歳出するのがいろんな一月に幾らぐらい払っていくこと

になるのでしょう。 



 －270－

 なぜというと、それを基に基金の残高がどういう状況なのかというのを普通判

断する、会計上は。あとの国保で言うと、３か月分ぐらいと言う人もいます。そ

ういう見方でいくと２億円というのはどういう評価になるのかなと。その意味が

分かりません。 

 ２億円は今度の第９次の計画の中でどうしていくのかということ、少し取り崩

してどうするのかということを考えるという話です。 

 でも、前回、８次のときも取り崩してと言うのですが、結局取り崩したように

思われているのですが、さらに積み上がったということもありますので、この辺

は介護保険の、また会計の性格上から言うと３年でペイすると。プラス・マイナ

ス・ゼロにするというのが会計上の性格ですよ。それ以上のことを考えるとした

ら、それは言葉悪いですけど邪道です。会計の性格から言って。そのことをやっ

ぱりきちっとやっていかないとそれは取り過ぎという、将来のためにいいって言

いますけど、そういう会計の性格ではないと。それだけはきちっと言っておきま

す。国保もそうです。 

○議長（中村勘太郎君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） ２億円の分ですが、６５歳以上の高齢者の５，７０

０人で割っていただくと、大体一月当たり１，０００円分になろうかと思います。

３年間の給付費を見越して必要額を算定します。そこから基金投入する部分を差

し引いて３年間分の保険料を計算していくということでやっています。 

 第８期においても１億円投入するという３年間の見込んだ総給付費から１億円

を引いて、残った分を６５歳以上の高齢者の数で割って、段階的な収入も見なが

らやっていくということで、現在の６，４００円を算定しているわけですね。 

 ですから、第９期においても同じく１億円を投入するか、２億円全部投入して

算定するのかというところは大きな判断だと私は思っています。 

 金元議員は以前から３年間でペイすべきだと。その３年間で使い切る。残りの

９期、１０期に至ってはそのときにいる高齢者で負担すべきだという考え方をお

っしゃっていると思いますが、私はかなり危機感を持っている。 

 先ほど別の基金のところで、あおるなとおっしゃっていましたけれども、私は

常に危機感を持って業務に当たっております。ですから、ある程度の金額は幾ら

が正しいかというところは、また議論させていただきたいと思いますけれども、

１億円ぐらいは持っていて次の世代につないでも、私はいいのかなということを

思っております。 
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○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） やっぱり８期はコロナ、これは誰も想像ができない、想定が

できない、この状況の中での運用になりましたので、今回の基金の部分は先ほど

言っています９期のほうにしっかりとかけます。 

 でも、ただ、将来的な、これは町の基金の先の話もそうだったと思いますが、

しっかりとつなげていく、また不安がないような運用をしていくということは大

事だと思いますのでご理解お願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 今、町長は将来のことも含めてって言いますけど、そうは言

いつつ、やっぱり会計の性格というのはありますし、確かにコロナ禍というのも

ありました。でも、その前の３年間の第７期のときも積み上がってきましたよね。

だから、あんまり平時でも積み上がった。１億以上の基金を持っていたと思う。 

 この間ずっと積み上がってきていると。そのことを指摘するのですけど、なか

なかそうはなっていないということだけは言っておきます。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 私たち国保、これ何度も申し上げていますが、国保外の基金

が３万円になってしまったときがあって、そのときは一般会計からどんどんお金

を入れていった時代がありました。 

 ただ、それではもう成り立たないということで、これもこの前ご説明しました

ように、国保は県内で一番高い状況ですが、住民の皆さんの負担をいただきなが

ら一番高い状況になってきている。 

 やはりこれはそれ以前、今２年に１度見直していますが、しっかりと計画を立

ててやっていくことが大事で、基金をゼロとかそんなとき、もし何かがあった場

合、たまたま今回はコロナで何かがあったわけですけど、逆に使うお金が少なく

なった。また、違った意味では、ひょっとしたらある何かが起きて使わなければ

いけない。ただ、言うように、基金が恐ろしいほど積み上げるのがいいのではな

しに、ある程度計画性を持って積んでいくことが大切かなというふうに思ってい

ますので、今までのいろいろな教訓、経験を基に、またしっかりと対応をしてい

きたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ほかありませんか。 

 ないようですので、議案第６号について第２審議をしたい案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（中村勘太郎君） お諮りします。 

 本件について第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第６号の第１審議を終わります。 

 次に、議案第７号、令和４年度永平寺町立在宅訪問診療所特別会計補正予算に

ついて、これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですので、議案第７号について第２審議に付した

い案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） お諮りします。 

 本件について第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第７号の第１審議を終わります。 

 次に、議案第８号、令和４年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算について、

これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑がないようですので、議案第８号について第２審議に

付したい案件がございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） お諮りします。 

 本件について第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第８号の第１審議を終わります。 

 次に、議案第９号、令和４年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算に

ついて、これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですので、議案第９号について第２審議に付した

い案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） お諮りします。 

 本件について第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第９号の第１審議を終わります。 

 次に、議案第１０号、令和４年度永平寺町土地開発事業特別会計補正予算につ

いて、これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですので、議案第１０号について第２審議に付し

たい案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） お諮りします。 

 本件について第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第１０号の第１審議を終わります。 

～日程第９ 議案第２０号 永平寺町個人情報保護法施行条例の制定について～ 
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～日程第１０ 議案第２１号 永平寺町情報公開・個人情報保護審査会条例の制

定について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第９、議案第２０号、永平寺町個人情報保護法

施行条例の制定についてから日程第１０、議案第２１号、永平寺町情報公開・個

人情報保護審査会条例の制定についてまでの２件を一括議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（吉川貞夫君） ただいま上程いただきました議案第２０号及び議案第２

１号について補足説明を申し上げます。 

 永平寺町個人情報の保護に関する法律施行条例につきましては、これまで個人

情報の保護に関する法律の下で、条例により取扱いを定めておりましたが、国に

おいて個人情報の保護に関する法律の改正がされ、国の機関、地方公共団体、独

立行政法人と民間事業者含めて個人情報の取扱いが法律の下で同一の規律で取り

扱うことになりました。 

 このことにより、永平寺町個人情報保護条例を廃止することとし、新たに個人

情報の保護に関する法律において条例で定めることとされているものを永平寺町

個人情報の保護に関する法律施行条例として制定するものです。 

 第３条において、個人情報保護に関する法律では、開示請求に係る手数料３０

０円になっていますが、永平寺町では無料と規定するものでございます。 

 第４条におきましては、個人情報の開示請求等に係る審査請求の諮問先を永平

寺町情報公開・個人情報保護審査会と定めるものでございます。 

 なお、附則において、永平寺町債権管理条例の一部改正を規定しております。 

 次に、永平寺町情報公開・個人情報保護審査会条例についてですが、これまで

の情報公開審査会と個人情報保護審査会と２つの審査会がございましたが、それ

を法律ごとに一つとし、その審査会の所掌事務、委員、調査等の審査について定

めるものでございます。 

 第１条においては設置の趣旨を、第３条では審査会の所掌事務を定めておりま

す。第４条では、審査会の委員は５人以内をもって組織することとし、任期を２

年と定めております。第５条では審査会の調査権限を、第６条では審査請求者等

からの意見陳述の機会の規定をしております。第９条においては、審査会の審議

手続については非公開とするという規定です。 

 ２つの条例とも附則において、条例の施行は令和５年４月１日となっておりま
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す。 

 よろしくご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） 議案第２０号から議案第２１号について、１件ずつ質疑を

行います。 

 これより議案第２０号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 金元君。 

○６番（金元直栄君） 昨今、個人情報、特にマイナンバーカードなんかを含めて、

全国でも時々情報が流出したという話なんかも出ています。ただ、そういう中で、

今、個人情報のいろんな問題を企業が使うことに対する問題が指摘されていると

ころですが、これは個人情報保護といいますが、それは個人からいわゆる自分の

情報を出さないでほしいという拒否権の問題なんかについてはどこかで示すこと

はあるのですかね。 

○議長（中村勘太郎君） 総務課長。 

○総務課長（吉川貞夫君） 個人情報の保護につきましては、いわゆる開示する場合、

個人情報を提供する場合には、本人の同意が前提になるということについては以

前から変わっておりません。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） そこがなし崩しになっているのではないかなって話もないわ

けではないので。特に同意がなければって、同意を求めずに何も意思表示がなけ

れば同意したとみなすというやり方なんかをしているのでないかと。その辺はど

うでしょう。 

○議長（中村勘太郎君） 総務課長。 

○総務課長（吉川貞夫君） 先ほど申し上げましたとおり、今回の個人情報の改正の

ポイントは、国の機関、独立行政法人、地方公共団体、民間事業者、これまでは

それぞれの法に基づく規定でされていたものを一つの体系化した、一つの法律の

下に取扱いを統一したということでありますので、今後は民間であろうが、国で

あろうが、町であろうが同じ取扱いをしなければならないということになります。

その点では、なし崩し的なということを言われましたが、あくまでも法に基づい

て取り扱うということになりますので、よろしくご理解お願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 



 －276－

○６番（金元直栄君） 法に基づいて、地方自治体では条例が法ですから、それはそ

れぞれ違ってもそういう権限はあると思います。やっぱり私心配なのは、情報が

やっぱり勝手に独り歩きする。独り歩きしやすくする。体系を一緒にするという

ことは情報の流出があり得るということですよね。 

 それも、ある意味簡単に流出する。一つの体系にしてしまうということは、一

つのラインに結ぶということでしょう。本当にそれぞれ個人保護が守れるのかと

いうと、私は不安です。 

 討論はさせていただきます。 

○議長（中村勘太郎君） 総務課長。 

○総務課長（吉川貞夫君） 今回、デジタル法の改正によってこの個人情報保護も改

正されたということもあります。基本ベースはこの法律の下でやりますが、例え

ばマイナンバーとかそれぞれについては、それと関連する情報がこの個人情報に

基づいて取扱いを行うということになりますので、その点もご理解お願いします。 

○議長（中村勘太郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですから、質疑を終わります。 

 第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで議案第２０号の第１審議を終わります。 

 次に、議案第２１号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 今、いわゆる国の法に基づいて一本化するという中で、その

個人情報保護の審査会についても、そういうことになるのかということですが、

こういう中で、いわゆる審査会の権限の弱体化とかそういうことがこの条例の中

で示されることはないのか。 
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 僕は、審査会を置くのは当然やと思っていますので、そこについては特段反対

するとかということないのですが、そういう国の一つのラインの中に結ばれたも

のの中で、本町の個人保護条例に基づいていろんな審査をするというときに、そ

の国の一本化の体系の中で、審査会の審査について少し適当になったとか弱体化

したことはないかという意味です。 

○議長（中村勘太郎君） 総務課長。 

○総務課長（吉川貞夫君） 弱体化という表現の意味がちょっとよく理解できないの

ですが。あくまでも審査会というのは、例えば、例を挙げますと、情報公開の請

求があった際に、実施機関ですね、執行機関、町長部局とか、実施機関が情報公

開の開示を非公開とした場合とか、一部非公開とした場合について、不服があっ

た場合にその審査会の意見を求めるとか、個人情報につきましても、あくまでも

町民の方から開示決定とか利用停止の申出とかあった場合に、実施機関がその審

査会に諮問をするというようなものでございまして、その検討の内容については、

当然、法の下の取扱いに準じて、それが適当かどうかという判断をされるものと

いうことになっていますので、その弱体化とかというものではないというふうに

思っております。 

○議長（中村勘太郎君） ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですので、質疑を終わります。 

 第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで議案第２１号、第１審議を終わります。 

～日程第１１ 議案第２２号 永平寺町行政組織条例の一部を改正する条例の制

定について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第１１、議案第２２号、永平寺町行政組織条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 補足説明を求めます。 
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 総務課長。 

○総務課長（吉川貞夫君） では、議案第２２号の補足説明をいたします。 

 都市計画の見直しを進めていくと同時に、地区計画を地元で協議していますが、

これらと移住・定住政策を一体的に推進していくことで、施策の効果が一層上が

ることを目的に、「えい住支援課」の新設をお願いするものでございます。 

 第２条の課の設置において、建設課の次に「えい住支援課を」追加させていた

だきたいと思います。 

 第３条において、課の所掌事務では、現在の総合政策課の（６）企業誘致に関

すること、（９）宅地造成に関する企画、総合調整及び推進に関することの２つ

の事務を、建設課内にあります（６）都市計画（公共下水道を除く。）に関する

こと、（７）の景観行政に関すること、（８）屋外広告物に関すること。（１１）

住宅関係の補助事業に関すること。（１２）空き家等の利活用に関すること、（１

３）建築確認等に関することの、６事務をえい住支援課に移管し、さらに移住・

定住促進の事務をえい住支援課に明記することとしています。 

 附則において、１項では、施行日を令和５年４月１日とし、２項で都市計画審

議会条例での都市計画審議会の庶務をえい住支援課が行うことの改正をしており

ます。 

 以上で補足説明終わります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） これより議案第２２号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 実は、今年度の当初予算の中の総括のところでお聞きしよう

かなと思っていたのですが、条例で出てくる以上、ちょっとそこで指摘しておき

たいなと思います。 

 今回、えい住支援課ができるということで、その目的について別に反対するわ

けではないです。ただ、この間の課の設置状況を見てみますと、総務課からは財

政課、政策課、防災課、契約管財課、さらに総合政策課から分かれるわけですか

ら、えい住支援課も総務課由来やと思います。 

 福祉課はというと、子育て支援課、一部税務課も国保関係で行っているのかな

と。ほかのところで、今、課の分割というのを進めてきているところは僕の記憶
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ではあまりないように思うのですけど、それを見ていると、やっぱり課の在り方

についてはもう少し考えられるべきではないのかなと。 

 それは必要に迫られて必要があるから、いろいろ分割してきてそういう課の権

限を進めてくるのですけど、本当に現業課というのですか、町民の生活に密着し

た部分とか、そういうところをどうするかというのが何か少し遅れているように

思うのですが、その辺はどう考えますか。 

○議長（中村勘太郎君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 遅れているというか、時代に合った再編をしているつもりで

おります。 

 財政課は総務課から出たのではなしに企画財政課から出ました。企画と財政、

事業を考えるほうと事業を絞るほうが一緒にいてはどうかというので財政課と総

合政策が分かれた。そして、総務課の中に防災も契約管財もあったことから、例

えば防災のとき総務課の職員が総出で全ていろいろやる。今までやっていたこと

もこっちに置いておいて防災のことをやると。いろいろの中でここはしっかり分

けたほうがいいだろうとかいうことです。 

 今、金元議員が福祉保健課の話をされているのかなと思います。これも町とし

てはやっぱり議員提案でしたので、しっかり検討をしました。 

 ただ、やっぱり現場サイドが今福祉を健康長寿と福祉の部門に分けると、逆に

混乱する。今コロナがしっかりと落ち着くまでは、今の体制でやっていきたいと

いう強い職員、現場の思いもありましたので、今回はまたコロナが落ち着くまで

は今の体制で行こう。 

 ただ、コロナが落ち着きましたら、またあとはしっかりと対応していく。なぜ

なら、あれは議員もご承知のとおり、コロナ禍の中である日突然ワクチンの接種

を保健師さんとか、保健師の仕事をしている中で急遽対応しなければいけないと

か、いろいろそういう今回コロナの中では計画どおりといいますか、突発的な事

業がたくさんありましたので、それは実は職員が支え合いながら進めてきたとい

うのもありますので、そういった中で、今回やっぱり一つでやっていきたいとい

う思いがありますので、これはご理解をいただきたいなと思います。 

 ただ、今言うように、これでじゃなしに、また議員の意見も聞かないとかそう

いうのではなしに、常に時代に合った再編、また一つにしたり分けたりとかいろ

いろあると思いますが、またその都度ご指摘いただければと思いますので、よろ

しくお願いします。 
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○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 政策課の問題も、議員歴随分長いので、やっぱり総務課から

分かれました、元は。そういう経過があるということで。別に町長のときにどう

したかということだけでなしに、そういう経過を言いました。 

 だから、ちょっとそういうことを見ると、総務課由来がやっぱり多い。それは

課の数が多いということは、それだけ総務課由来の権限が強くなる可能性がない

わけではないということを考えると、本当に現業をどうしていくか。もう少し全

体を見て考えるべきではないのかな、という条例のところで指摘はしておきたい

と思う。別に、反対するものではないですが、そういうことをやっぱりみんなで

見ていくことも大事なのではないかなということだけは指摘しておきたいと思い

ます。 

○議長（中村勘太郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですから、質疑を終わります。 

 第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで議案第２２号の第１審議を終わります。 

～日程第１２ 議案第２３号 永平寺町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例の制定について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第１２、議案第２３号、永平寺町印鑑の登録及

び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

 住民税務課長。 

○住民税務課長（原 武史君） それでは、議案第２３号の補足説明をいたします。 

 議案書の１１７ページでございます。 

 今回の改正につきましては、電子証明書機能を搭載しましたスマートフォンを

使用して、印鑑登録証明書のコンビニ等での交付が受けられるように改正を行う
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ものでございます。 

 第１４条の第３項におきまして、「個人番号カード印鑑登録者は」というとこ

ろを「利用者証明用電子証明書の発行を受けている者は」に改め、また「個人番

号カードを使用して」という部分を削るものでございます。 

 以上、簡単でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） これより議案第２３号の第１審議を行います。 

 質疑許可をいたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑なしと認めます。 

 第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで議案第２３号の第１審議を終わります。 

～日程第１３ 議案第２４号 永平寺町防災行政無線設備の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第１３、議案第２４号、永平寺町防災行政無線

設備の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

 補足説明を求めます。 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（吉田 仁君） それでは、議案書１１８ページをお願いします。 

 この案件につきましては、松岡西幼児園が令和５年３月３１日をもって閉園す

ることに伴い、本条例第３条の別表に規定してあります無線局の設置場所の名称

を「松岡西幼児園」から「旧松岡西幼児園」に変更するものでございます。 

 なお、この一部改正条例の施行期日は令和５年４月１日でございます。 

 以上、簡単ですが補足説明とさせていただきます。 

○議長（中村勘太郎君） これより議案第２４号の第１審議を行います。 
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 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑なしで、第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで議案第２４号の第１審議を終わります。 

～日程第１４ 議案第２５号 永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第１４、議案第２５号、永平寺町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

○議長（中村勘太郎君） 住民税務課長。 

○住民税務課長（原 武史君） それでは、議案第２５号につきまして補足説明いた

します。 

 議案書の１１９ページ、１２０ページでございます。 

 令和５年度からの２か年間の国民健康保険税につきまして、国民健康保険運営

協議会でご審議をいただいたところでございます。運営協議会に対しましては、

税率の県下統一への動きのことですとか、現在の剰余金の活用のことも含めて多

方面からご意見をいただき、ご審議いただいたところです。 

 町としましては、この答申内容を尊重し、答申のとおり改定をお願いするもの

でございます。 

 第３条第１項では、医療給付費分の所得割の税率を現行の「１００分の５．７」

から「１００分の６.０」に改めます。 

 第４条第１項では、医療給付費分の資産割の税率を現行の「１００分の１８.７」

から「１００分の９.４」に改めます。 

 第５条の２第１号では、医療給付費分の平等割――これは世帯割ですが、平等

割の金額を現行の１世帯当たり「２３,０００円」から「２１,０００円」に改め



 －283－

ます。 

 また、第９条では、介護給付費分の均等割、これは個人に係るものですが、こ

の均等割の金額を現行の「９,５００円」から「１０,０００円」に改めるもので

ございます。 

 また、第２１条につきましては、今ご説明しました金額の各種軽減後の金額を

改正するものでございます。 

 以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） これより議案第２５号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 保険料の改定で、全体としては基金の取崩しも含めて税を引

き上げるということですが、当初計画したよりかは少し負担が軽くなるようには

ならなかったというように聞いております。 

 こういう率っていろいろ書いてあるのですが、本当は所得幾らぐらいの家庭で

は幾らぐらいの負担とかというのを毎回、以前は保険料の改定のときに出ていま

したね。独り暮らしでは幾らぐらいという。年収幾らではどれくらいとか。そう

いう説明書も含めて示していただくと、例えばどういう階層では保険料の減にな

るか、どの辺ではひょっとすると高くなるかも含めて表れてくるので、そういう

資料があるとしたらどこかで示していただくとありがたいですね。 

 すごく全体としては減額されているということですが、県下ではやっぱりかな

り高い方向になるというその部分については、一番高いのはどこまで下がるかと

いうのも含めて示されていると本当は分かりやすい。 

○議長（中村勘太郎君） 住民税務課長。 

○住民税務課長（原 武史君） 当然、今回の改定は、特に資産割を減らしていくと

いうことで、令和５年、令和６年に今９．４にして、七、八年からはゼロにして

いきたいというふうに考えているところでございます。 

 そういったことも踏まえますと、当然、資産を保有している方につきましては

資産に応じることになりますが、率が下がりますので負担は下がるということに

なりますけれども、その分、所得割につきましてはちょっと上がっておりますの

で、所得に応じて若干の負担をいただくということにはなります。 

 また、今お話のありました世帯ごとの何か分かりやすいものがあればと、どう
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いうところが影響を受けるのかというところについては、またお示しさせていた

だきたいなと思っておりますが。 

 今ちょっと私の手元に簡単な例としてあるのが、例えば前期高齢者のご夫婦の

世帯で、年金収入がお二人で２６０万円、固定資産を所有していて資産税額が１

０万円かかっている世帯ですと、これまでの金額としてはこの世帯で１１万９，

７００円の保険料となるところを、今回改定をしますと１１万１，０５０円とい

うことで８，６５０円の負担軽減につながるというものでございます。 

 ケース２としまして、自営業の４人家族世帯ということで、ご夫婦とお子様お

二人ということで、事業所得が３００万円、また資産を保有していて資産税額が

１０万円という世帯ですと、これまでの税率ですと５３万６，７００円の国保税

がかかるところ、新しい税率ではそこが５３万５，４００円になるということで、

若干ですが１，３００円ほど下がるというものでございます。 

 上がるところの例としましては、定年退職されまして国保加入になった世帯と

いうことで、ご夫婦お二人の世帯で、男性の夫のほうを６０歳という家庭で、こ

れまで給与所得が６００万円あって、事業所得が５０万、資産税額が１０万円か

かっていた場合に、これまでの税率ですと８０万５，２００円税がかかるのです

が、これが新税率でいきますと８１万４，４００円になるということで、９，２

００円の増額にはなる。要は、やはり所得率の上がったところを影響受けるとい

うのはそういう世帯では影響を受けるというものでございます。 

 ただ、今回の改定で、これまで１人当たり１１万６１４円のところが、単純試

算で１人当たり１０万７，４２３円になりますし、世帯換算でも単純に世帯数で

割った値になりますが、世帯当たりとしましてもこれまでは１７万１，４５１円、

１世帯当たりかかっていたところが、１世帯当たり、今回の改定では１６万１，

１３４円になるということで、若干ではございますが減額ということでございま

す。 

○議長（中村勘太郎君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 行く行く固定資産に係る負担がなくなるというのは、固定資

産税、住んでいる人たちにとっては利益を生むものではないですから、以前から

問題があるのではないかと。各集落なんかで集落の賦課金を資産に応じて掛けて

いるのも今では随分少なくなっているのではないかと。それと同じように、ここ

はまだ残っているのが不思議なくらいだというところはあると思います。 

 収入に応じて今度は課税がされるのですが、今のその一覧表とかそういうのを
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分かりやすくみんなに示してほしいと思います。 

 若干の引下げということで、あまりあれこれ言いませんけれども、ただ、課税

の状況については後で、当初予算の中では示してあるので、ぜひそういう内容に

ついて課税の状況を示してほしいというのは、ちょっと言っていただければと思

います。 

○議長（中村勘太郎君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですので、質疑を終わります。 

 第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第２５号の第１審議を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５６分 休憩） 

────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（中村勘太郎君） 休憩前に引き続き再開します。 

～日程第１５ 議案第２６号 永平寺町給食センター条例の一部を改正する条例

の制定について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第１５、議案第２６号、永平寺町給食センター

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

○議長（中村勘太郎君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田和憲君） それでは、議案第２６号の補足説明を申し上げます。 

 議案書１２１ページでございます。 

 昨年１２月議会におきまして、上志比幼稚園を閉園する旨の条例改正が可決さ

れましたので、関連する本条例の一部改正を行うものでございます。 

 第１条におきまして、給食センターが調理を行う対象の施設としまして「上志
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比幼稚園」が規定されておりましたが、これを削除するものでございます。 

 施行日は、幼児園・幼稚園条例の改正と合わせ、令和５年４月１日といたしし

ております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（中村勘太郎君） これより議案第２６号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑なしと認めます。 

 第２審議に付する案件はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第２６号の第１審議を終わります。 

～日程第１６ 議案第２７号 永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第１６、議案第２７号、永平寺町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 住民税務課長の説明を求めます。 

○議長（中村勘太郎君） 住民税務課長。 

○住民税務課長（原 武史君） それでは、議案第２７号につきまして補足説明いた

します。 

 議案書１２２ページでございます。 

 今回の改正内容につきましては、出産育児一時金の金額の引上げを行うもので

ございます。 

 第５条第１項にあります出産育児一時金の金額を現行の「４０万８，０００円」

から「４８万８，０００円」に改めるものでございます。 

 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしくお願い

します。 
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○議長（中村勘太郎君） これより議案第２７号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑なしと認めます。 

 第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで、議案第２７号の第１審議を終わります。 

～日程第１７ 議案第２８号 永平寺町狂犬病予防法施行条例及び永平寺町手数

料徴収条例の一部を改正する条例の制定について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第１７、議案第２８号、永平寺町狂犬病予防法

施行条例及び永平寺町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 

 補足説明を求めます。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） それでは、議案第２８号について補足説明いたしま

す。 

 議案書１２３ページでございます。 

 狂犬病予防法に基づく犬の登録の制度、これの特例制度であるワンストップサ

ービスに、永平寺町では令和５年６月１日から参加することとしております。 

 参加に当たって現行の条例の登録手数料は、徴収する場合としない場合という

対応を必要とされます。また、鑑札再交付でも徴収する場合としない場合の対応

が必要になりました。よって、この条例（案）を提出するものでございます。 

 永平寺町狂犬病予防法施行条例の一部改正では、「別表」とあるものを「永平

寺町手数料条例に定める」に改めて、別表を削るということの対応を図ります。 

 永平寺町手数料徴収条例の一部改正では、登録手数料においては「（動物の愛

護及び管理に関する法律第３９条の７第２項の規定により、法第４条第１項の規
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定による犬の登録申請があったものとみなされる場合を除く。）」という条文を

加えます。 

 再交付に当たっては、第２条第１項第１４号中、「再交付手数料」の次に「（動

物の愛護及び管理に関する法律第３９条の７第６項の規定により、交付された犬

の鑑札を除く。）」という条文を加えます。 

 改正条例の施行日は、令和５年度９月１日としております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） これより議案第２８号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） マイクロチップの装着義務も合わせてあるということですが、

それ、マイクロチップ埋め込んでない犬についてはどう扱うのでしょう。 

○議長（中村勘太郎君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長 チップが入っていない犬を登録の場合には登録手数料をいただくと

いうことになります。 

○議長（中村勘太郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） ないようですから、質疑を終わります。 

 第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで議案第２８号の第１審議を終わります。 

～日程第１８、議案第２９号 永平寺町土地開発基金条例を廃止する条例の制定

について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第１８、議案第２９号、永平寺町土地開発基金

条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。 

 補足説明を求めます。 
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 財政課長。 

○財政課長（森近秀之君） それでは、議案第２９号の補足説明をさせていただきま

す。 

 土地開発基金は、地下の高騰が見込まれるような土地を迅速に公共用に供する

土地を取得するため、運用することとしていた基金でございますけれども、今後、

こうした先行取得することが見込まれないことから、当該基金を廃止するため、

条例を制定するものです。 

 なお、施行日の前日までに、廃止前の土地開発基金に属していた財産は、まち

づくり基金条例に基づく基金に属する財産とさせていただくものでございます。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） これより議案第２９号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑なしと認めます。 

 第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで議案第２９号の第１審議を終わります。 

～日程第１９ 議案第３０号 第二次永平寺町総合振興計画後期基本計画の策定

について～ 

○議長（中村勘太郎君） 次に、日程第１９、議案第３０号、第二次永平寺町総合振

興計画後期基本計画の策定についてを議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） 議案第３０号、第二次永平寺町総合振興計画後期基

本計画の策定についての提案の理由の補足説明を申し上げます。 
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 議案書は１２５ページになります。 

 計画書につきましては、別冊でお配りしておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 昨年９月に、学識者、各団体の代表、幼稚園の保護者代表、学生の方がメンバ

ーとなります町振興計画審議会を設置しまして、計画素案の審議を行ってまいり

ました。 

 １月に議会への中間報告をさせていただき、あわせてパブリックコメントも実

施しております。 

 ２月１６日には町振興計画審議会長より答申を受けまして、計画を策定いたし

ました。 

 後期計画では、目指すべき町の将来像は継続しまして、基本施策等は社会経済

情勢が変化した場合にも柔軟に対応できるよう見直し、変化の激しい時代におい

ても基礎自治体としての役割をしっかり果たせるよう時代や地域課題に即した計

画へと更新をいたしております。 

 これまで積み上げてまいりましたまちづくりを継承し、発展させていく計画と

なっておりますので、本議会において策定についての議決を賜りたく、よろしく

お願い申し上げます。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長（中村勘太郎君） これより議案第３０号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 内容が膨大なこともありますので、今回もあれですけれど

も、できましたら継続審議等にしていただくと助かりますが、いかがでしょうか。 

○議長（中村勘太郎君） 暫時休憩します。 

（午後 １時１４分 休憩） 

────────────── 

（午後 １時４２分 再開） 

○議長（中村勘太郎君） 休憩前に引き続き再開します。 

 １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） ただいま上程されました議案第３０号、第二次永平寺町総

合振興計画後期基本計画の策定について、につきましては、内容が多岐にわたり、
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またボリュームが大きいことで、委員会に付託いただきたいというような動議を

したいと思います。 

 議会運営委員会のほうに付託いただきたいと思います。 

 内容については多岐にわたることがあるので、合同審査を行いたいと思います。

そういうお計らいをお願いしたいと思いますので、よろしくお計らいいただきた

いと思います。 

○議長（中村勘太郎君） ただいま１１番の上田君より動議発言で、この議案第３０

号、第二次永平寺町総合振興計画後期基本計画の策定についての審議に当たって、

議会運営委員会に付託し、連合審査委員会を開いて合同審査で明日審査をすると

いうことで今報告がございました。 

 この今の発言を尊重し、そのようにしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） それでは、明後日、今日の日程の進行にもよりますけれど

も、もしお時間ができましたときにはこのように皆さんにまた後に周知したいと

思いますので、ひとつご協議願いたいと思います。 

 それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

～日程第２０ 議案第３１号 町道の認定について～ 

○議長（中村勘太郎君） それでは次に、日程第２０、議案第３１号、町道の認定に

ついてを議題といたします。 

 補足説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（家根孝二君） それでは、補足説明をさせていただきます。 

 議案書の１２６ページをお願いします。 

 今回、町道の認定を行おうとする場所は、えちぜん鉄道観音町駅の北側になり

ます。路線名は町道松岡１５９号線で、延長は９８メートル、幅員は６メートル

の道路となります。起点は、旧県道船越松岡線のある町道松岡１５８号線に接続

しており、終点につきましては袋小路状になっていることから自動車の転回場が

設置されております。 

 この路線は、開発行為により宅地造成地内に築造された道路であります。新た

に町道として認定し管理していくため、町道の路線認定について議会の議決を求
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めるものでございます。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（中村勘太郎君） これより議案第３１号の第１審議を行います。 

 質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 質疑なしと認めます。 

 第２審議に付する案件がありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 本件について第２審議を行わず、第３審議に付することに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これで議案第３１号の第１審議を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 １時４７分 休憩） 

────────────── 

（午後 １時４８分 再開） 

○議長（中村勘太郎君） 休憩前に引き続き再開します。 

 これをもちまして本日の日程は全て議了いたしました。 

 本日はこれをもちまして散会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 なお、明日３月１０日から３月１２日までを休会といたしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村勘太郎君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日３月１０日から３月１２日までを休会といたします。 
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 ３月１３日は午前９時より本会議を開催いたしますので、ご参集のほどよろし

くお願いいたします。 

 本日はどうもご苦労さまございました。 

 追伸でございますけれども、先ほど諮りました議案第３０号の第二次永平寺町

総合振興計画後期基本計画の策定の審議を明日午後１時より、説明を兼ね審議を

重ねたいと思いますので。 

 暫時休憩します。 

（午後 １時４８分 休憩） 

────────────── 

（午後 １時５１分 再開） 

○議長（中村勘太郎君） 休憩前に引き続き再開します。 

 明日３月１０日午後１時より合同審査会を行います。あとの運営については、

委員長である議運の委員長にお任せします。 

 ということで、ひとつご参集のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 本日はどうもご苦労さまでございました。 

（午後 １時５２分 散会） 


